
　　※　全業種の検査実施率　静岡；82.4％、全国；79.5％

　職場のメンタルヘルス対策として、ストレスチェックによる気づきと共に、その結果を職場改善に繋げるこ
とが重要となります。

令和２年　ストレスチェックの実施状況

　「高ストレス者」と選定されても、面接指導を受検する割合が低い（全業種；静岡0.48％、全国0.43％）。各
社にばらつきがあり、各社の制度への信頼性を高める工夫が必要です。
　個人情報の取り扱いの明確化。面接指導の際は、事業者が勤務状況等の情報を提供し、医師が確認で
きるよう配慮が必要です。

対象期間：1月1日～12月末　（令和3年3月末現在）

90.0 
92.5 

81.5 

64.2 

89.2 88.2 
82.6 

72.6 
68.3 

88.3 
90.9 

78.6 

70.0 

86.2 
80.3 79.8 

61.1 

74.8 

50

60

70

80

90

100

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 その他

＜ストレスチェック受検率＞
静岡局 全国

0.51 

0.28 0.27 0.30 0.31 

0.81 
0.70 

0.34 0.29 
0.43 0.39 

0.27 0.34 0.43 

0.65 

0.36 0.34 
0.50 

0.0

0.5

1.0

1.5

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 その他

＜面接指導実施率＞
静岡局 全国

84.1 83.7 86.1 88.1 

96.8 
93.9 

82.4 85.3 

78.4 
83.4 

87.8 
81.7 

88.5 
95.7 

87.6 

81.6 

87.9 
84.9 

50

60

70

80

90

100

製造業 建設業 運輸交通業 商業 金融広告業 教育研究業 保健衛生業 接客娯楽業 その他

＜集団ごとの分析実施率＞
静岡局 全国

（％）

（％）

（％）


